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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　半導体装置となる個片化領域と、
　前記個片化領域を周辺側から支持する外枠部と、を有し、
　前記個片化領域は、
　前記外枠部の上面から前記外枠部の下面方向に窪み、前記外枠部より薄型化された第１
部分と、
　前記外枠部の上面から前記外枠部の下面方向に窪むと共に前記外枠部の下面から前記外
枠部の上面方向に窪み、前記外枠部及び前記第１部分より薄型化された第２部分と、を含
み、
　前記外枠部の厚さは、前記個片化領域の厚さよりも厚いリードフレーム。
【請求項２】
　前記個片化領域は、前記外枠部と連結するリードを含み、
　前記リードは、前記第１部分及び前記第２部分を有し、
　前記リードの下面は前記外枠部の下面と同一平面であり、
　前記外枠部と連結する側を除く前記リードの下面の外周全体に、前記第２部分の一部を
なす段差部が設けられている請求項１に記載のリードフレーム。
【請求項３】
　複数の前記個片化領域が配置され、
　複数の前記個片化領域の周辺側に額縁状に形成された前記外枠部と、
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　前記外枠部の内側において夫々の前記個片化領域間に配置され、前記外枠部と連結する
ダムバーと、
　夫々の前記個片化領域内に設けられ、前記外枠部又は前記ダムバーと連結されるサポー
トバーと、を有し、
　前記外枠部の厚さは、前記サポートバーの厚さよりも厚い請求項１又は２に記載のリー
ドフレーム。
【請求項４】
　前記外枠部の厚さは、前記サポートバー及び前記ダムバーの厚さよりも厚い請求項３に
記載のリードフレーム。
【請求項５】
　前記個片化領域は、封止樹脂による被覆領域を有し、
　前記被覆領域には凹凸部が形成され、
　前記凹凸部における凹部の平面形状は直径０．０２ｍｍ以上０．０６０ｍｍ以下の円、
又は、直径０．０２ｍｍ以上０．０６０ｍｍ以下の外接円に接する多角形であり、
　表面積がＳ０の平坦面に凹凸部を形成し、凹凸部の表面積がＳであった場合のＳ０とＳ
との比率Ｓ／Ｓ０が１．７以上である請求項１乃至４の何れか一項に記載のリードフレー
ム。
【請求項６】
　前記リードフレームは、金属線の接続領域を備え、
　前記接続領域に、前記凹凸部が形成されている請求項５に記載のリードフレーム。
【請求項７】
　前記凹凸部上にめっき膜が形成され、
　前記めっき膜が形成された前記凹凸部の前記比率Ｓ／Ｓ０が１．７以上である請求項５
又は６に記載のリードフレーム。
【請求項８】
　金属製の板材に、半導体装置となる個片化領域、及び前記個片化領域を周辺側から支持
する外枠部を形成する工程と、
　前記個片化領域の上面を露出し、前記外枠部の上面を被覆する第１レジストと、前記個
片化領域の下面及び前記外枠部の下面を被覆する第２レジストと、を形成する工程と、
　前記第１レジスト及び前記第２レジストをエッチングマスクとしてエッチングし、前記
個片化領域を前記外枠部よりも薄型化する工程と、を有し、
　前記薄型化する工程では、
　前記外枠部の上面から前記外枠部の下面方向に窪み、前記外枠部より薄型化された第１
部分と、
　前記外枠部の上面から前記外枠部の下面方向に窪むと共に前記外枠部の下面から前記外
枠部の上面方向に窪み、前記外枠部及び前記第１部分より薄型化された第２部分と、が形
成されるリードフレームの製造方法。
【請求項９】
　前記個片化領域は、前記外枠部と連結するリードを含み、
　前記リードは、前記第１部分及び前記第２部分を有し、
　前記薄型化する工程では、
　前記リードの下面は前記外枠部の下面と同一平面となり、
　前記外枠部と連結する側を除く前記リードの下面の外周全体に、前記第２部分の一部を
なす段差部が設けられる請求項８に記載のリードフレームの製造方法。
【請求項１０】
　金属製の板材に、半導体装置を形成する個片化領域となる部分の上面及び前記個片化領
域を周辺側から支持する外枠部となる部分の上面を被覆する第１レジストと、前記個片化
領域となる部分の下面及び前記外枠部となる部分の下面を被覆する第２レジストと、を形
成する工程と、
　前記第１レジスト及び前記第２レジストをエッチングマスクとしてエッチングし、前記
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個片化領域及び前記外枠部を形成すると共に、前記個片化領域を前記外枠部よりも薄型化
する工程と、を有し、
　前記第１レジスト及び前記第２レジストを形成する工程では、前記第１レジストの前記
個片化領域となる部分の上面を被覆する領域には、複数の開口部が縦横に形成されるリー
ドフレームの製造方法。
【請求項１１】
　前記薄型化する工程では、前記個片化領域の上面に凹凸部が形成され、
　前記凹凸部における凹部の平面形状は直径０．０２ｍｍ以上０．０６０ｍｍ以下の円、
又は、直径０．０２ｍｍ以上０．０６０ｍｍ以下の外接円に接する多角形であり、
　表面積がＳ０の平坦面に凹凸部を形成し、凹凸部の表面積がＳであった場合のＳ０とＳ
との比率Ｓ／Ｓ０が１．７以上である請求項１０に記載のリードフレームの製造方法。
【請求項１２】
　前記個片化領域及び前記外枠部を形成する工程では、
　複数の前記個片化領域と、
　複数の前記個片化領域の周辺側に額縁状に形成された前記外枠部と、
　前記外枠部の内側において夫々の前記個片化領域間に配置され、前記外枠部と連結する
ダムバーと、
　夫々の前記個片化領域内に設けられ、前記外枠部又は前記ダムバーと連結されるサポー
トバーと、が形成され、
　前記薄型化する工程では、前記サポートバーを前記外枠部よりも薄型化する請求項１０
又は１１に記載のリードフレームの製造方法。
【請求項１３】
　前記薄型化する工程では、前記サポートバー及び前記ダムバーを前記外枠部よりも薄型
化する請求項１２に記載のリードフレームの製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、リードフレーム及びその製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、ＱＦＮ（Quad Flat Non-leaded package）と称されるリードレスの半導体装置が
知られている。ＱＦＮタイプの半導体装置は、例えば、リードフレームに半導体チップを
搭載し、樹脂で封止し、個片化して形成される。
【０００３】
　ＱＦＮタイプの半導体装置に使用されるリードフレームは、最終的に製品（半導体装置
）となる領域と、最終的には除去されて製品（半導体装置）とはならない領域とを備えて
いる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１４－４４９８０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、従来のリードフレームでは、最終的に製品（半導体装置）となる領域と
、最終的には除去されて製品（半導体装置）とはならない領域とが同一の厚さである。そ
のため、半導体装置を薄型化するために、リードフレーム全体の板厚を薄型化すると、剛
性が低下して変形するおそれが生じる。そこで、リードフレーム自体の形状を工夫したり
、材料を硬いものに変更したりして剛性を確保し、リードフレーム全体の板厚を薄型化す
る検討がなされている。
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【０００６】
　ところが、リードフレームの形状や材料を変更すると、完成した半導体装置の性能に影
響を与える場合があるため、変更は容易ではなく、結局のところ剛性を維持したままリー
ドフレームの板厚を薄型化することは困難であった。
【０００７】
　本発明は、上記の点に鑑みてなされたものであり、剛性を維持しつつ薄型化したリード
フレームを提供することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本リードフレームは、半導体装置となる個片化領域と、前記個片化領域を周辺側から支
持する外枠部と、を有し、前記個片化領域は、前記外枠部の上面から前記外枠部の下面方
向に窪み、前記外枠部より薄型化された第１部分と、前記外枠部の上面から前記外枠部の
下面方向に窪むと共に前記外枠部の下面から前記外枠部の上面方向に窪み、前記外枠部及
び前記第１部分より薄型化された第２部分と、を含み、前記外枠部の厚さは、前記個片化
領域の厚さよりも厚いことを要件とする。
【発明の効果】
【０００９】
　開示の技術によれば、剛性を維持しつつ薄型化したリードフレームを提供できる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】第１の実施の形態に係るリードフレームを例示する図である。
【図２】第１の実施の形態に係るリードフレームの製造工程を例示する図（その１）であ
る。
【図３】第１の実施の形態に係るリードフレームの製造工程を例示する図（その２）であ
る。
【図４】第１の実施の形態に係るリードフレームの製造工程を例示する図（その３）であ
る。
【図５】第１の実施の形態に係るリードフレームの製造工程を例示する図（その４）であ
る。
【図６】第１の実施の形態に係るリードフレームの製造工程を例示する図（その５）であ
る。
【図７】第１の実施の形態に係るリードフレームの製造工程を例示する図（その６）であ
る。
【図８】第１の実施の形態に係るリードフレームの製造工程を例示する図（その７）であ
る。
【図９】第２の実施の形態に係るリードフレームを例示する図である。
【図１０】Ｓレシオについて説明する図である。
【図１１】第２の実施の形態に係るリードフレームの製造工程を例示する図（その１）で
ある。
【図１２】第２の実施の形態に係るリードフレームの製造工程を例示する図（その２）で
ある。
【図１３】第２の実施の形態に係るリードフレームの製造工程を例示する図（その３）で
ある。
【図１４】第２の実施の形態に係るリードフレームを用いた半導体装置の製造工程を例示
する図である。
【図１５】第１の実施の形態の変形例１に係るリードフレームを例示する図である。
【図１６】第１の実施の形態の変形例２に係るリードフレームを例示する図である。
【図１７】第１の実施の形態の変形例３に係るリードフレームの製造工程を例示する図で
ある。
【図１８】カップシェア試験の試験用サンプル等について説明する図である。



(5) JP 6603538 B2 2019.11.6

10

20

30

40

50

【図１９】実施例１に係るカップシェア試験の結果を例示する図である。
【図２０】実施例２に係るカップシェア試験の結果を例示する図である。
【図２１】実施例３に係るカップシェア試験の結果を例示する図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下、図面を参照して発明を実施するための形態について説明する。なお、各図面にお
いて、同一構成部分には同一符号を付し、重複した説明を省略する場合がある。
【００１２】
　〈第１の実施の形態〉
　［第１の実施の形態に係るリードフレームの構造］
　まず、第１の実施の形態に係るリードフレームの構造について説明する。図１は、第１
の実施の形態に係るリードフレームを例示する図であり、図１（ａ）は平面図、図１（ｂ
）は図１（ａ）のＡ－Ａ線に沿う断面図である。なお、図１（ａ）の平面図において、便
宜上、図１（ｂ）の断面図に対応するハッチングを施している。
【００１３】
　図１を参照するに、リードフレーム１０Ｓは、複数の個片化領域Ｃが行列状に配置され
、連結部１５を介して連結された構造である。各個片化領域Ｃは、リードフレーム１０Ｓ
に半導体チップが搭載され、樹脂部で封止された後に切断され個片化されて半導体装置の
一部となる領域である。リードフレーム１０Ｓの材料としては、例えば、銅（Ｃｕ）や銅
合金、４２アロイ（ＦｅとＮｉとの合金）等を用いることができる。リードフレーム１０
Ｓの表面の全部又は一部に、Ａｇ膜、Ａｕ膜、Ｎｉ／Ａｕ膜（Ｎｉ膜とＡｕ膜をこの順番
で積膜した金属膜）、Ｎｉ／Ｐｄ／Ａｕ膜（Ｎｉ膜とＰｄ膜とＡｕ膜をこの順番で積膜し
た金属膜）等をめっき等により形成してもよい。
【００１４】
　各個片化領域Ｃには、半導体チップが搭載されるダイパッド１１（チップ搭載部）と、
複数のリード１２（端子部）とが設けられている。又、ダイパッド１１の下面の外周には
段差部１１ｘが設けられている。言い換えれば、ダイパッド１１の下面は上面よりも小面
積に形成されている。又、外枠部１５１又はダムバー１５２と連結する側を除くリード１
２の下面の外周には段差部１２ｘが設けられている。言い換えれば、リード１２の下面は
上面よりも小面積に形成されている。段差部１１ｘ及び１２ｘを設けることにより、リー
ドフレーム１０Ｓに半導体チップが搭載され、樹脂部で封止される際に、段差部１１ｘ及
び１２ｘに樹脂部を構成する樹脂が回り込むため、ダイパッド１１及びリード１２の樹脂
部からの脱落を防止できる。
【００１５】
　連結部１５は、リードフレーム１０Ｓの外周部に額縁状に形成され、個片化領域Ｃを周
辺側から支持する外枠部１５１と、外枠部１５１の内側において夫々の個片化領域Ｃ間に
格子状に配置され、外枠部１５１と連結するダムバー１５２とを有する。又、連結部１５
は、夫々の個片化領域Ｃ内に斜めに設けられたサポートバー１５３を有する。サポートバ
ー１５３は、一端が外枠部１５１又はダムバー１５２と連結され、他端がダイパッド１１
の四隅に連結され、ダイパッド１１を支持している。サポートバー１５３の裏面はハーフ
エッチングされており、サポートバー１５３の厚さは段差部１１ｘ及び１２ｘと略同一で
ある。外枠部１５１又はダムバー１５２の各個片化領域Ｃ側には、ダイパッド１１を囲む
ように複数のリード１２が設けられている。
【００１６】
　リードフレーム１０Ｓでは、外枠部１５１及びダムバー１５２は、ダイパッド１１、リ
ード１２、及びサポートバー１５３よりも厚く形成されている。外枠部１５１及びダムバ
ー１５２の厚さｔ１は、例えば、２００μｍ程度とすることができる。ダイパッド１１及
びリード１２の厚さｔ２は、例えば、１００μｍ程度とすることができる。段差部１１ｘ
及び１２ｘが設けられている部分のダイパッド１１及びリード１２の厚さ、並びにサポー
トバー１５３の厚さｔ３は、例えば、５０μｍ程度とすることができる。



(6) JP 6603538 B2 2019.11.6

10

20

30

40

50

【００１７】
　リードフレーム１０Ｓでは、外枠部１５１の上面、ダムバー１５２の上面が同一面に形
成される。又、ダイパッド１１の上面、リード１２の上面、サポートバー１５３の上面が
同一面に形成される。又、段差部１１ｘの下面、段差部１２ｘの下面、サポートバー１５
３の下面が同一面に形成される。又、外枠部１５１の下面、ダムバー１５２の下面、ダイ
パッド１１の下面、リード１２の下面が同一面に形成される。
【００１８】
　又、外枠部１５１の上面、ダムバー１５２の上面から、ダイパッド１１の上面、リード
１２の上面、サポートバー１５３の上面までの間隔（深さ）が、外枠部１５１の下面、ダ
ムバー１５２の下面、ダイパッド１１の下面、リード１２の下面から、段差部１１ｘの下
面、段差部１２ｘの下面、サポートバー１５３の下面まで間隔（深さ）よりも大きい。又
、段差部１１ｘ、段差部１２ｘ、サポートバー１５３の厚さが、ダイパッド１１、リード
１２の厚さよりも薄い。
【００１９】
　［第１の実施の形態に係るリードフレームの製造方法］
　次に、第１の実施の形態に係るリードフレームの製造方法について説明する。図２～図
８は、第１の実施の形態に係るリードフレームの製造工程を例示する図である。まず、図
２に示す工程では、所定形状の金属製の板材１０Ｂを準備する。板材１０Ｂは、個片化領
域Ｃとなる複数の領域を備えている。板材１０Ｂの材料としては、例えば、銅（Ｃｕ）や
銅合金、４２アロイ等を用いることができる。板材１０Ｂの厚さは、例えば、２００μｍ
程度とすることができる。なお、図２（ａ）は平面図、図２（ｂ）は図２（ａ）のＡ－Ａ
線に沿う断面図である。図２（ａ）の平面図において、便宜上、図２（ｂ）の断面図に対
応するハッチングを施している。
【００２０】
　次に、図３に示す工程では、板材１０Ｂの上面に感光性のレジスト３００を形成し、下
面に感光性のレジスト３１０を形成する。そして、レジスト３００及び３１０を露光及び
現像し、所定の位置に開口部３００ｘ及び３１０ｘを形成する。開口部３００ｘ及び３１
０ｘは、板材１０Ｂにダイパッド１１、リード１２、段差部１１ｘ及び１２ｘ、連結部１
５を形成するための開口部である。
【００２１】
　なお、図３は、図２の個片化領域Ｃの１つを示したものであり、図３（ａ）は平面図、
図３（ｂ）は図３（ａ）のＡ－Ａ線に沿う断面図である。又、図３（ａ）の平面図におい
て、便宜上、図３（ｂ）の断面図に対応するハッチングを施している。以降の図４～図８
についても同様である。
【００２２】
　次に、図４に示す工程では、レジスト３００及び３１０をエッチングマスクとして板材
１０Ｂをエッチングする。開口部３００ｘ及び３１０ｘが平面視で重複するように形成さ
れている部分では、板材１０Ｂが貫通し、ダイパッド１１、複数のリード１２、及び連結
部１５が形成される。又、平面視で開口部３１０ｘのみが形成されている部分（開口部３
１０ｘの方が開口部３００ｘよりも大きい部分）では、板材１０Ｂの下面側のみがハーフ
エッチングされ、段差部１１ｘ及び１２ｘが形成される。又、サポートバー１５３となる
部分の下面は開口部３１０ｘに露出しており、この部分では板材１０Ｂの下面側のみがハ
ーフエッチングされ、段差部１１ｘ及び１２ｘと略同一厚さのサポートバー１５３が形成
される。次に、図５に示す工程では、図４に示すレジスト３００及び３１０を除去する。
【００２３】
　次に、図６に示す工程では、板材１０Ｂの上面に感光性のレジスト３２０を形成し、板
材１０Ｂの下面に感光性のレジスト３３０を形成する。そして、レジスト３２０を露光及
び現像し、所定の位置に開口部３２０ｘを形成する。開口部３２０ｘは、板材１０Ｂの上
面側を部分的にエッチングして薄型化するための開口部である。なお、レジスト３３０に
は開口部を形成する必要はないが、図４に示す開口部３１０ｘと同様の位置に同様の形状
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の開口部を形成してもよい。
【００２４】
　このように、ダイパッド１１の上面、リード１２の上面、サポートバー１５３の上面を
露出し、外枠部１５１及びダムバー１５２の上面を被覆するレジスト３２０（第１レジス
ト）が形成される。又、ダイパッド１１の下面、リード１２の下面、及び連結部１５の下
面を被覆するレジスト３３０（第２レジスト）が形成される。
【００２５】
　次に、図７に示す工程では、レジスト３２０及び３３０をエッチングマスクとして板材
１０Ｂをエッチングする。開口部３２０ｘが形成されている部分では、板材１０Ｂの上面
側のみがエッチングされ、板材１０Ｂが薄型化されてリードフレーム１０Ｓとなる。具体
的には、ダイパッド１１、リード１２、及びサポートバー１５３のみが薄型化され、外枠
部１５１及びダムバー１５２は板材１０Ｂと同等の厚さである。なお、エッチング条件の
調整により、ダイパッド１１、リード１２、及びサポートバー１５３を任意の厚さにする
ことができる。次に、図８に示す工程では、図７に示すレジスト３２０及び３３０を除去
する。これにより、リードフレーム１０Ｓが完成する。
【００２６】
　図８の工程の後、リードフレーム１０Ｓの所要部分に、Ａｇ膜、Ａｕ膜、Ｎｉ／Ａｕ膜
（Ｎｉ膜とＡｕ膜をこの順番で積膜した金属膜）、Ｎｉ／Ｐｄ／Ａｕ膜（Ｎｉ膜とＰｄ膜
とＡｕ膜をこの順番で積膜した金属膜）等をめっき等により形成してもよい。例えば、ワ
イヤボンディング性向上のため、リード１２の上面に銀めっきを施すことができる。
【００２７】
　このように、第１の実施の形態に係るリードフレーム１０Ｓでは、最終的には除去され
て製品（半導体装置）とはならない部分の厚さを、最終的に製品（半導体装置）となる部
分の厚さよりも厚くしている。そのため、高い剛性を維持しながら、最終的に製品（半導
体装置）となる部分を薄型化することができる。その結果、最終的な製品である半導体装
置を薄型化することができる。
【００２８】
　又、剛性を維持するために、リードフレーム自体を複雑な形状にしたり、材料を硬いも
のに変更したりする手法を用いていないため、完成した半導体装置の性能に影響を与える
こともない。
【００２９】
　又、最終的に製品（半導体装置）となる部分の厚さを任意に薄くできるため、市場では
一般的でない厚さのリードフレームを備えた半導体装置を製造できる。
【００３０】
　なお、本例では、最終的には除去されて製品（半導体装置）とはならない部分は、外枠
部１５１及びダムバー１５２である。又、最終的に製品（半導体装置）となる部分は、ダ
イパッド１１、リード１２、及びサポートバー１５３である。
【００３１】
　〈第２の実施の形態〉
　第２の実施の形態では、第１の実施の形態とは異なる製造方法でリードフレームを部分
的に薄型化する例を示す。なお、第２の実施の形態において、既に説明した実施の形態と
同一構成部についての説明は省略する場合がある。
【００３２】
　［第２の実施の形態に係るリードフレームの構造］
　まず、第２の実施の形態に係るリードフレームの構造について説明する。図９は、第２
の実施の形態に係るリードフレームを例示する図であり、図９（ａ）は平面図、図９（ｂ
）は図９（ａ）のＡ－Ａ線に沿う断面図である。なお、図９（ａ）の平面図において、便
宜上、図９（ｂ）の断面図に対応するハッチングを施している。
【００３３】
　図９を参照するに、リードフレーム１０Ｔは、外枠部１５１及びダムバー１５２が、ダ
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イパッド１１、リード１２、及びサポートバー１５３よりも厚く形成されている点は、リ
ードフレーム１０Ｓ（図１参照）と同様である。しかし、薄型化されているダイパッド１
１、リード１２、及びサポートバー１５３の夫々の上面、段差部１１ｘ及び１２ｘの下面
（リードフレーム１０の裏面のハーフエッチング部分）、サポートバー１５３の下面に高
密度凹凸部１３が形成されている点がリードフレーム１０Ｓ（図１参照）と相違する。な
お、高密度凹凸部１３が設けられている領域は、図９（ａ）では梨地模様、図９（ｂ）で
は波線で模式的に示している。
【００３４】
　高密度凹凸部１３は、例えば、平面形状が略円形の微小な凹部（ディンプル）が縦横に
高密度に配列された部分である。高密度凹凸部１３は、例えば、面心格子等、格子状に配
列することができる。
【００３５】
　凹部の直径は、０．０２０～０．０６０ｍｍとすることが好ましく、０．０２０～０．
０４０ｍｍとすることが更に好ましい。凹部のピッチは、０．０４０～０．０８０ｍｍと
することが好ましい。凹部の深さは、リードフレーム１０の板厚の３５～７０％程度とす
ることが好ましく、例えば、０．０１０～０．０５０ｍｍ程度とすることができる。
【００３６】
　但し、高密度凹凸部１３において、凹部の平面形状は略円形でなくてもよく、例えば、
六角形等の多角形としてもよい。この場合には、多角形の外接円の直径は、０．０２０～
０．０６０ｍｍとすることが好ましく、０．０２０～０．０４０ｍｍとすることが更に好
ましい。多角形の外接円のピッチは、０．０４０～０．０８０ｍｍとすることが好ましい
。
【００３７】
　なお、本願において、高密度凹凸部とは、凹凸部における凹部の平面形状が直径０．０
２ｍｍ以上０．０６０ｍｍ以下の円、又は、直径０．０２ｍｍ以上０．０６０ｍｍ以下の
外接円に接する多角形であって、凹凸部のＳレシオが１．７以上であるものを指す。ここ
で、Ｓレシオとは、図１０に示すように、表面積がＳ０の平坦面に凹凸部を形成し、凹凸
部の表面積がＳであった場合の、Ｓ０とＳとの比率である。つまり、Ｓレシオ＝Ｓ／Ｓ０

である。
【００３８】
　凹部の直径や多角形の外接円の直径が０．０２０ｍｍより小さい場合や、０．０６ｍｍ
よりも大きい場合、Ｓレシオを増加させることが困難であり、樹脂部との密着性が向上し
ない。
【００３９】
　このように、高密度凹凸部１３を設けることにより、リードフレーム１０Ｔに半導体チ
ップが搭載され、樹脂部で封止される際に、樹脂部と接する部分の表面積が増加するため
、アンカー効果が生じ、リードフレーム１０Ｔと樹脂部との密着性を向上することができ
る。その結果、リードフレーム１０Ｔと樹脂部との界面での剥離を防止することができる
。又、段差部１１ｘ、段差部１２ｘ、及びサポートバー１５３の下面にも高密度凹凸部１
３を形成しているため、樹脂部との密着性が更に向上する。なお、従来の凹凸部は、Ｓレ
シオが１～１．２程度であるため、樹脂部との十分な密着性を確保することが困難であっ
た。
【００４０】
　リードフレーム１０Ｔの材料としては、例えば、銅（Ｃｕ）や銅合金、４２アロイ（Ｆ
ｅとＮｉとの合金）等を用いることができるが、ワイヤボンディング性向上等のため、リ
ードフレーム１０Ｔの上面等に銀（Ａｇ）めっき等のめっきが施される場合がある。銀め
っきの厚さは通常２～６μｍ程度であるが、銀めっきを施した場合にも高密度凹凸部１３
が平坦化されることはなく、銀めっきを施す前と同程度のＳレシオが維持される。そのた
め、リードフレーム１０Ｔの上面等に銀（Ａｇ）めっきが施される場合であっても、リー
ドフレーム１０Ｔと樹脂部との密着性を向上することができる。
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【００４１】
　又、銀膜に代えて、Ａｕ膜、Ｎｉ／Ａｕ膜（Ｎｉ膜とＡｕ膜をこの順番で積膜した金属
膜）、Ｎｉ／Ｐｄ／Ａｕ膜（Ｎｉ膜とＰｄ膜とＡｕ膜をこの順番で積膜した金属膜）等を
めっきで形成した場合も、リードフレーム１０Ｔと樹脂部との密着性を向上することがで
きる。
【００４２】
　リードフレーム１０Ｔでは、外枠部１５１の上面、ダムバー１５２の上面が同一面に形
成される。又、ダイパッド１１の上面、リード１２の上面、サポートバー１５３の上面が
同一面に形成される。又、段差部１１ｘの下面、段差部１２ｘの下面、サポートバー１５
３の下面が同一面に形成される。又、外枠部１５１の下面、ダムバー１５２の下面、ダイ
パッド１１の下面、リード１２の下面が同一面に形成される。
【００４３】
　又、外枠部１５１の上面、ダムバー１５２の上面から、ダイパッド１１の上面、リード
１２の上面、サポートバー１５３の上面までの間隔（深さ）が、外枠部１５１の下面、ダ
ムバー１５２の下面、ダイパッド１１の下面、リード１２の下面から、段差部１１ｘの下
面、段差部１２ｘの下面、サポートバー１５３の下面まで間隔（深さ）よりも大きい。又
、段差部１１ｘ、段差部１２ｘ、サポートバー１５３の厚さが、ダイパッド１１、リード
１２の厚さよりも薄い。
【００４４】
　［第２の実施の形態に係るリードフレームの製造方法］
　次に、第２の実施の形態に係るリードフレームの製造方法について説明する。図１１～
図１３は、第２の実施の形態に係るリードフレームの製造工程を例示する図である。
【００４５】
　まず、図１１に示す工程では、図２と同様の所定形状の金属製の板材１０Ｂを準備し、
板材１０Ｂの上面に感光性のレジスト３４０を形成し、板材１０Ｂの下面に感光性のレジ
スト３５０を形成する。そして、レジスト３４０及び３５０を露光及び現像し、所定の位
置に開口部３４０ｘ及び３４０ｙ、並びに開口部３５０ｘ及び３５０ｙを形成する。
【００４６】
　開口部３４０ｘ及び３５０ｘは、板材１０Ｂにダイパッド１１、複数のリード１２、及
び連結部１５を形成するための開口部であり、互いに平面視で重複する位置に設けられる
。又、開口部３４０ｙは、高密度凹凸部１３を形成すると共に板材１０Ｂの上面側を薄型
化するための開口部であり、ダイパッド１１、リード１２、及びサポートバー１５３とな
る部分の上面に設けられる。又、開口部３５０ｙは、高密度凹凸部１３を形成すると共に
板材１０Ｂの下面側を薄型化するための開口部であり、段差部１１ｘ及び１２ｘを形成す
る部分と、サポートバー１５３を形成する部分に設けられる。
【００４７】
　開口部３４０ｙ及び３５０ｙは、例えば、多数の円形の開口が縦横に配列されたもので
ある。円形の開口の直径は、０．０２０～０．０６０ｍｍとすることが好ましく、０．０
２０～０．０４０ｍｍとすることが更に好ましい。円形の開口のピッチは、０．０４０～
０．０８０ｍｍとすることが好ましい。個片化領域Ｃは、半導体チップを搭載後に樹脂部
４０（封止樹脂）に被覆される被覆領域となる。高密度凹凸部１３は、被覆領域の少なく
とも一部の領域に形成される。
【００４８】
　このように、ダイパッド１１、リード１２、及びサポートバー１５３となる部分の上面
、並びに外枠部１５１及びダムバー１５２となる部分の上面を被覆するレジスト３４０（
第１レジスト）が形成される。但し、レジスト３４０の、ダイパッド１１、リード１２、
及びサポートバー１５３となる部分の上面を被覆する領域には、開口部３４０ｙが形成さ
れる。
【００４９】
　又、ダイパッド１１、リード１２、及びサポートバー１５３となる部分の下面、並びに
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外枠部１５１及びダムバー１５２となる部分の下面を被覆するレジスト３５０（第２レジ
スト）が形成される。但し、レジスト３５０の、段差部１１ｘ、段差部１２ｘ、及びサポ
ートバー１５３となる部分の下面を被覆する領域には、開口部３５０ｙが形成される。
【００５０】
　なお、図１１は、図９の個片化領域Ｃの１つを示したものであり、図１１（ａ）は平面
図、図１１（ｂ）は図１１（ａ）のＡ－Ａ線に沿う断面図、図１１（ｃ）は図１１（ｂ）
のＢの部分拡大断面図、図１１（ｄ）は図１１（ｂ）のＢの部分拡大平面図である。又、
図１１（ａ）及び図１１（ｄ）において、便宜上、図１１（ｂ）の断面図に対応するハッ
チングを施している。又、高密度凹凸部１３形成用の開口部３４０ｙが設けられている領
域は、図１１（ａ）では梨地模様、図１１（ｂ）では波線で模式的に示している。以降の
図１２及び図１３についても同様である。
【００５１】
　次に、図１２に示す工程では、レジスト３４０及び３５０をエッチングマスクとして板
材１０Ｂをエッチング（例えば、ウェットエッチング）する。そして、図１３に示す工程
では、図１２に示すレジスト３４０及び３５０を除去する。これにより、リードフレーム
１０Ｔが完成する。
【００５２】
　エッチングにより、開口部３４０ｘ及び３５０ｘが平面視で重複するように形成されて
いる部分では、板材１０Ｂが貫通する。
【００５３】
　又、開口部３４０ｙが形成されている部分では、各円形開口の周囲（レジスト３４０が
形成されている部分）では、エッチング初期にはエッチング液の侵入が制限されるため、
板材１０Ｂが部分的にエッチングされない。その後、エッチング中期から末期にかけて周
囲からエッチング液が侵入し開口部３４０ｙの全面にわたって腐食される。その結果、各
円形開口の周囲は、各円形開口内に比べてエッチング深さが浅くなるため、各円形開口内
が各円形開口の周囲に比べて窪んで平面形状が円形の凹部となり、高密度凹凸部１３が形
成されると共に、全体の厚さが薄くなる。
【００５４】
　すなわち、開口部３４０ｙが形成されていたダイパッド１１、リード１２、及びサポー
トバー１５３の夫々の上面は、開口部が形成されていなかった外枠部１５１及びダムバー
１５２の上面よりも窪み、ダイパッド１１、リード１２、及びサポートバー１５３の部分
が薄型化される。
【００５５】
　又、開口部３５０ｙが形成されている部分では、開口部３４０ｙが形成されている部分
と同様に、高密度凹凸部１３が形成されると共に、厚さが薄くなる。すなわち、開口部３
５０ｙが形成されていた段差部１１ｘ、段差部１２ｘ、及びサポートバー１５３の夫々の
下面は、開口部が形成されていなかった部分の下面よりも窪み、段差部１１ｘ及び１２ｘ
が形成されると共にサポートバー１５３の部分が薄型化される。そして、段差部１１ｘ、
段差部１２ｘ、及びサポートバー１５３の夫々の下面に、高密度凹凸部１３が形成される
。
【００５６】
　開口部３４０ｙ及び開口部３５０ｙにおいて、開口の平面形状や大きさ、ピッチを変え
ることにより、様々な形状や深さの凹部を有する高密度凹凸部１３を形成することができ
る。又、開口部３４０ｙ及び開口部３５０ｙにおいて、開口の平面形状や大きさ、ピッチ
を変えることにより、エッチング量が変わるため、ダイパッド１１、リード１２、段差部
１１ｘ、段差部１２ｘ、及びサポートバー１５３を任意の厚さに薄型化できる。
【００５７】
　又、開口部３５０ｙにおいて、開口の平面形状や大きさ、ピッチを変えることにより、
段差部１１ｘ、段差部１２ｘ、及びサポートバー１５３の下面に、平坦なハーフエッチン
グ面を形成できる。つまり、高密度凹凸部１３を形成することなく、ハーフエッチングを
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行うことができる。例えば、開口部３５０ｙを、後述の図１７（ｂ）に示すように市松模
様（チェッカー）状のレジストパターンとすることで、平面が平坦なハーフエッチング面
を形成できる。
【００５８】
　なお、図１３（ｃ）では、高密度凹凸部１３の各凹部の断面を矩形状に示しているが、
実際には、凹部底面が下方に向かって湾曲した、曲面状の断面に形成される。
【００５９】
　図１３の工程の後、リードフレーム１０Ｔの所要部分に、Ａｇ膜、Ａｕ膜、Ｎｉ／Ａｕ
膜（Ｎｉ膜とＡｕ膜をこの順番で積膜した金属膜）、Ｎｉ／Ｐｄ／Ａｕ膜（Ｎｉ膜とＰｄ
膜とＡｕ膜をこの順番で積膜した金属膜）等をめっき等により形成してもよい。例えば、
ワイヤボンディング性向上のため、リード１２の上面に銀めっきを施すことができる。
【００６０】
　なお、リード１２の上面のワイヤボンディングを行う領域にも高密度凹凸部１３を形成
可能であり、この場合もワイヤボンディングに支障はない。この場合、リード１２の上面
のワイヤボンディングを行う領域の高密度凹凸部１３上に、ワイヤボンディング性向上の
ため、銀めっき等を施してもよく、銀めっき等を施した場合にも、樹脂部との密着性を確
保できる。
【００６１】
　引き続き半導体装置を作製する工程について説明する。まず、図１４（ａ）に示す工程
では、各個片化領域Ｃのダイパッド１１上に半導体チップ２０をフェイスアップ状態で搭
載する。半導体チップ２０は、例えば、ダイアタッチフィルム等の接着材（図示せず）を
介してダイパッド１１上に搭載（ダイボンディング）することができる。この場合、所定
の温度に加熱してダイアタッチフィルムを硬化させる。ダイアタッチフィルムに代えて、
ペースト状の接着材で、ダイパッド１１上に半導体チップ２０を搭載してもよい。
【００６２】
　なお、ダイパッド１１の上面に高密度凹凸部１３を設けることにより、ダイパッド１１
の上面に接着材によりダイボンディングされた半導体チップ２０の接合強度を、接着材の
アンカー効果により向上できる。
【００６３】
　次に、図１４（ｂ）に示す工程では、半導体チップ２０の上面側に形成された電極端子
を、金属線３０を介して、リード１２と電気的に接続する。金属線３０は、例えば、ワイ
ヤボンディングにより、半導体チップ２０の電極端子及びリード１２と接続できる。この
際、金属線３０の接合性（ワイヤボンディング性）向上のため、リード１２のワイヤボン
ディング部に銀めっき等（図示せず）を施しておいてもよい。
【００６４】
　なお、本実施の形態では、リード１２の上面の金属線と接続される領域にも高密度凹凸
部１３が形成されている。しかし、金属線３０との接続条件（ワイヤボンディングの条件
）によっては高密度凹凸部１３が存在しない方が好ましい場合もあり、その場合には、リ
ード１２の上面の金属線３０と接続される領域に高密度凹凸部１３を形成しなくてもよい
。
【００６５】
　次に、図１４（ｃ）に示す工程では、リードフレーム１０Ｔ、半導体チップ２０、及び
金属線３０を封止する樹脂部４０を形成する。樹脂部４０としては、例えば、エポキシ樹
脂にフィラーを含有させた所謂モールド樹脂等を用いることができる。樹脂部４０は、例
えば、トランスファーモールド法やコンプレッションモールド法等により形成できる。
【００６６】
　なお、樹脂部４０を形成する際に、リードフレーム１０Ｔの下面に樹脂が回り込まない
ようにするため、リードフレーム１０Ｔの下面に保護テープ等を貼りつける。リードフレ
ーム１０Ｔの下面には高密度凹凸部１３が形成されていないため、リードフレーム１０Ｔ
の下面に保護テープ等が隙間なく貼り付けられ、樹脂の回り込みを確実に防止できる。
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【００６７】
　但し、保護テープ等が確実に貼り付けられればよいため、例えば、ダイパッド１１の下
面の外周部のみを平坦面とし、その内側に高密度凹凸部１３を形成してもよい。この場合
には、半導体装置が完成して実装される際に、ダイパッド１１の下面と、ダイパッド１１
の下面に設けられるはんだ等の接合材との密着性を向上する効果がある。
【００６８】
　その後、図１４（ｃ）に示す構造体を切断ラインに沿って切断し、個片化領域Ｃ毎に個
片化することにより、図１４（ｄ）に示す半導体装置が複数完成する。切断は、例えば、
スライサー等により実行できる。
【００６９】
　なお、図１４（ｄ）に示す半導体装置では、半導体チップ２０をダイパッド１１上に搭
載（ダイボンディング）する際に用いる接着材１７と、金属線３０の接合性（ワイヤボン
ディング性）向上のためリード１２のワイヤボンディング部に施すめっき膜１８とを図示
している。
【００７０】
　このように、リードフレーム１０Ｔの製造工程では、板材１０Ｂをエッチングしてダイ
パッド１１やリード１２等を形成する際に用いるエッチングマスクに高密度凹凸部１３を
形成するための所定のパターンを作製する。これにより、一度のエッチングでダイパッド
１１やリード１２等を形成できると共に、高密度凹凸部１３用の所定パターンを形成した
部分を薄型化できる。つまり、ダイパッド１１やリード１２等を形成する工程と同一工程
で所定の部分を薄型化できるため、製造工程を効率化することが可能となり、製造コスト
を低減できる。
【００７１】
　又、１つのエッチングマスクでダイパッド１１やリード１２等と高密度凹凸部１３とを
同時に形成できるため、これら各部の位置ずれが原理的に発生しない。従って、ダイパッ
ド１１やリード１２等の所望の位置に、高密度凹凸部１３を形成することができる。
【００７２】
　なお、従来のように、ダイパッド１１やリード１２等を形成するエッチングとは別に、
表面を粗化するためのエッチングを行う方法では、製造工程が複雑化してコスト上昇に繋
がると共に、粗化する領域の位置精度が悪くなる。
【００７３】
　又、ダイパッド１１の上面やリード１２の上面、サポートバー１５３の上面に高密度凹
凸部１３を形成することにより、第１の実施形態で示した効果に加えて、以下の効果を奏
する。すなわち、リードフレーム１０Ｔを用いて半導体装置を形成した際に、ダイパッド
１１やリード１２、サポートバー１５３の樹脂部４０と接する部分の表面積が増加するた
め、アンカー効果が生じ、リードフレーム１０Ｔと樹脂部４０との密着性を向上すること
ができる。その結果、リードフレーム１０Ｔと樹脂部４０との界面での剥離を防止するこ
とができる。
【００７４】
　〈第１の実施の形態の変形例１〉
　第１の実施の形態の変形例１では、ダムバーを薄型化する例を示す。なお、第１の実施
の形態の変形例１において、既に説明した実施の形態と同一構成部についての説明は省略
する場合がある。
【００７５】
　図１５は、第１の実施の形態の変形例１に係るリードフレームを例示する図であり、図
１５（ａ）は平面図、図１５（ｂ）は図１５（ａ）のＡ－Ａ線に沿う断面図である。なお
、図１５（ａ）の平面図において、便宜上、図１５（ｂ）の断面図に対応するハッチング
を施している。
【００７６】
　図１５を参照するに、リードフレーム１０Ｕは、ダムバー１５２がダムバー１５２Ａに
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置換された点が、リードフレーム１０Ｓ（図１参照）と相違する。ダムバー１５２Ａは、
下面側がハーフエッチングされて全体がダムバー１５２よりも薄型化されている。
【００７７】
　リードフレーム１０Ｕでは、外枠部１５１の上面、ダムバー１５２Ａの上面が同一面に
形成される。又、ダイパッド１１の上面、リード１２の上面、サポートバー１５３の上面
が同一面に形成される。又、段差部１１ｘの下面、段差部１２ｘの下面、ダムバー１５２
Ａの下面、サポートバー１５３の下面が同一面に形成される。又、外枠部１５１の下面、
ダイパッド１１の下面、リード１２の下面が同一面に形成される。
【００７８】
　又、外枠部１５１の上面、ダムバー１５２Ａの上面から、ダイパッド１１の上面、リー
ド１２の上面、サポートバー１５３の上面までの間隔（深さ）が、外枠部１５１の下面、
ダイパッド１１の下面、リード１２の下面から、段差部１１ｘの下面、段差部１２ｘの下
面、ダムバー１５２Ａの下面、サポートバー１５３の下面まで間隔（深さ）よりも大きい
。又、段差部１１ｘ、段差部１２ｘ、サポートバー１５３の厚さが、ダイパッド１１、リ
ード１２の厚さよりも薄い。又、ダムバー１５２Ａの厚さが、外枠部１５１の厚さよりも
薄く、ダイパッド１１、リード１２の厚さよりも厚い。
【００７９】
　ダムバー１５２Ａを薄型化するには、例えば、第１の実施の形態の図３の工程において
、レジスト３１０にダムバー１５２Ａとなる部分の下面を露出する開口部を追加し、図４
と同様の工程を実行すればよい。これにより、ダイパッド１１やリード１２等を形成でき
ると共に、下面側がハーフエッチングされたダムバー１５２Ａを形成できる。
【００８０】
　リードフレーム１０Ｕは、ダムバー１５２Ａが薄型化されているが、外枠部１５１は薄
型化されていないため、リードフレーム１０Ｕ全体の剛性は維持されている。ダムバー１
５２Ａの下面側を薄型化することにより、リードフレーム１０Ｕをスライサーにより切断
ラインに沿って切断し、個片化領域Ｃ毎に個片化する際のストレスを低減できる。又、リ
ードフレーム１０Ｕの切断部にバリが生じるおそれを低減できると共に、スラーサーに用
いるブレードを長寿命化できる。
【００８１】
　なお、第２の実施の形態に同様の変形を加えることも可能である。この場合には、例え
ば、第２の実施の形態の図１１の工程において、レジスト３５０にダムバー１５２Ａとな
る部分の下面を露出する開口部を追加し、図１２と同様の工程を実行すればよい。これに
より、ダイパッド１１やリード１２等を形成できると共に、下面側がハーフエッチングさ
れたダムバー１５２Ａを形成できる。
【００８２】
　或いは、第２の実施の形態の図１１の工程において、レジスト３５０のダムバー１５２
Ａとなる部分に開口部３４０ｙと同様の開口部を追加し、図１２と同様の工程を実行すれ
ばよい。これにより、ダイパッド１１やリード１２等を形成できると共に、下面側がハー
フエッチングされたダムバー１５２Ａを形成できる。この場合には、ダムバー１５２Ａの
下面に高密度凹凸部１３が形成される。
【００８３】
　この方法では、高密度凹凸部１３を形成するためのレジストの開口の平面形状や大きさ
やピッチを調整することで、エッチング量を変えることができる。そのため、ダムバー１
５２Ａを、他の薄型化する部分とは異なる任意の厚さにすることができる。
【００８４】
　〈第１の実施の形態の変形例２〉
　第１の実施の形態の変形例２では、ダムバーを薄型化する他の例を示す。なお、第１の
実施の形態の変形例２において、既に説明した実施の形態と同一構成部についての説明は
省略する場合がある。
【００８５】
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　図１６は、第１の実施の形態の変形例２に係るリードフレームを例示する図であり、図
１６（ａ）は平面図、図１６（ｂ）は図１６（ａ）のＡ－Ａ線に沿う断面図である。なお
、図１６（ａ）の平面図において、便宜上、図１６（ｂ）の断面図に対応するハッチング
を施している。
【００８６】
　図１６を参照するに、リードフレーム１０Ｖは、ダムバー１５２がダムバー１５２Ｂに
置換された点が、リードフレーム１０Ｓ（図１参照）と相違する。ダムバー１５２Ｂは、
上面側がハーフエッチングされて全体がダムバー１５２よりも薄型化されている。
【００８７】
　リードフレーム１０Ｖでは、ダイパッド１１の上面、リード１２の上面、ダムバー１５
２Ｂの上面、サポートバー１５３の上面が同一面に形成される。又、段差部１１ｘの下面
、段差部１２ｘの下面、サポートバー１５３の下面が同一面に形成される。又、外枠部１
５１の下面、ダムバー１５２Ｂの下面、ダイパッド１１の下面、リード１２の下面が同一
面に形成される。
【００８８】
　又、外枠部１５１の上面から、ダイパッド１１の上面、リード１２の上面、ダムバー１
５２Ｂの上面、サポートバー１５３の上面までの間隔（深さ）が、外枠部１５１の下面、
ダムバー１５２Ｂの下面、ダイパッド１１の下面、リード１２の下面から、段差部１１ｘ
の下面、段差部１２ｘの下面、サポートバー１５３の下面まで間隔（深さ）よりも大きい
。又、段差部１１ｘ、段差部１２ｘ、サポートバー１５３の厚さが、ダイパッド１１、リ
ード１２の厚さよりも薄い。又、ダムバー１５２Ｂの厚さが、外枠部１５１の厚さよりも
薄く、ダイパッド１１、リード１２の厚さと等しい。
【００８９】
　ダムバー１５２Ｂを薄型化するには、例えば、第１の実施の形態の図６の工程において
、レジスト３２０の開口部３２０ｘをダムバー１５２Ｂとなる部分の上面を露出するよう
に形成し、図７と同様の工程を実行すればよい。これにより、ダイパッド１１やリード１
２と同様にダムバー１５２Ｂを薄型化できる。
【００９０】
　リードフレーム１０Ｖは、ダムバー１５２Ｂが薄型化されているが、外枠部１５１は薄
型化されていないため、リードフレーム１０Ｖ全体の剛性は維持されている。ダムバー１
５２Ｂの上面側を薄型化することにより、リードフレーム１０Ｖをスライサーにより切断
ラインに沿って切断し、個片化領域Ｃ毎に個片化する際のストレスを低減できる。又、リ
ードフレーム１０Ｖの切断部にバリが生じるおそれを低減できると共に、スラーサーに用
いるブレードを長寿命化できる。
【００９１】
　なお、第２の実施の形態に同様の変形を加えることも可能である。この場合には、例え
ば、第２の実施の形態の図１１の工程において、レジスト３４０にダムバー１５２Ｂとな
る部分の上面を露出する開口部を追加し、図１２と同様の工程を実行すればよい。これに
より、ダイパッド１１やリード１２等を形成できると共に、上面側がハーフエッチングさ
れたダムバー１５２Ｂを形成できる。
【００９２】
　或いは、第２の実施の形態の図１１の工程において、レジスト３４０のダムバー１５２
Ｂとなる部分に開口部３４０ｙと同様の開口部を追加し、図１２と同様の工程を実行すれ
ばよい。これにより、ダイパッド１１やリード１２等を形成できると共に、上面側がハー
フエッチングされたダムバー１５２Ｂを形成できる。この場合には、ダムバー１５２Ｂの
上面に高密度凹凸部１３が形成される。
【００９３】
　この方法では、高密度凹凸部１３を形成するためのレジストの開口の平面形状や大きさ
やピッチを調整することで、エッチング量を変えることができる。そのため、ダムバー１
５２Ｂを、他の薄型化する部分とは異なる任意の厚さにすることができる。
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【００９４】
　〈第１の実施の形態の変形例３〉
　第１の実施の形態の変形例３では、第１の実施の形態のリードフレーム１０Ｓを得るた
めの他の製造方法の例を示す。なお、第１の実施の形態の変形例３において、既に説明し
た実施の形態と同一構成部についての説明は省略する場合がある。
【００９５】
　図１７は、第１の実施の形態の変形例３に係るリードフレームの製造工程を例示する図
であり、図１７（ａ）、図１７（ｃ）、及び図１７（ｄ）は図３（ｂ）に対応する断面を
示している。又、図１７（ｂ）は、図１７（ａ）のＤの部分拡大平面図である。
【００９６】
　まず、図１７（ａ）に示す工程では、図２に示す工程と同様に所定形状の金属製の板材
１０Ｂを準備し、板材１０Ｂの上面に感光性のレジスト３６０を形成し、下面に感光性の
レジスト３７０を形成する。そして、レジスト３６０及び３７０を露光及び現像し、所定
の位置に開口部３６０ｘ及び３６０ｙ、並びに開口部３７０ｘ及び３７０ｙを形成する。
【００９７】
　開口部３６０ｘ及び３７０ｘは、板材１０Ｂにダイパッド１１、複数のリード１２、及
び連結部１５を形成するための開口部である。つまり、板材１０Ｂをエッチングで貫通さ
せるための開口部である。又、開口部３６０ｙ及び３７０ｙは、ハーフエッチングの深さ
をコントロールするための開口部であり、例えば、図１７（ｂ）に示すように市松模様（
チェッカー）状のレジストパターンとすることができる。開口部３６０ｙは、ダイパッド
１１、リード１２、及びサポートバー１５３となる部分の夫々の上面に形成する。又、開
口部３６０ｙは、段差部１１ｘ及び１２ｘとなる部分の夫々の下面、サポートバー１５３
となる部分の下面に形成する。
【００９８】
　次に、図１７（ｃ）に示す工程では、レジスト３６０及び３７０をエッチングマスクと
して板材１０Ｂをエッチング（例えば、ウェットエッチング）する。そして、図１７（ｄ
）に示す工程では、図１７（ｃ）に示すレジスト３６０及び３７０を除去する。これによ
り、リードフレーム１０Ｓが完成する。
【００９９】
　エッチングにより、開口部３６０ｘ及び３７０ｘが平面視で重複するように形成されて
いる部分では板材１０Ｂが貫通し、開口部３６０ｙが形成されている部分では板材１０Ｂ
の上面側のみがハーフエッチングされ薄型化され、更に、開口部３７０ｙが形成されてい
る部分では板材１０Ｂの下面側のみがハーフエッチングされ薄型化される。これにより、
上面側が薄型化されたダイパッド１１、リード１２、及びサポートバー１５３が形成され
ると同時に、下面側に段差部１１ｘ及び１２ｘが形成され、サポートバー１５３の下面側
が段差部１１ｘ及び１２ｘと同様に薄型化される。
【０１００】
　なお、図１７（ｂ）に示したレジストパターンにおいて、開口部３６０ｙ及び３７０ｙ
を構成する各開口の形状やピッチを工夫することで、ダイパッド１１、リード１２、及び
サポートバー１５３の上面や、段差部１１ｘ及び１２ｘ、サポートバー１５３の下面に、
平面が平坦なハーフエッチング面を形成できる。
【０１０１】
　このように、図１７に示した製造工程では、図１７（ｂ）に示したレジストパターンを
工夫することで、１回のエッチングにより、リードフレーム１０Ｓを形成することができ
る。これにより、製造工程を効率化することが可能となり、製造コストを低減できる。
【０１０２】
　〈実施例１〉
　まず、図１８に示す試験用サンプルを作製した。具体的には、銅からなる平坦な金属板
であるリードフレーム材１００の上面に、凹部の平面形状が直径０．０２ｍｍ以上０．０
６０ｍｍ以下の円である凹凸部を形成した。そして、凹凸部の表面にめっきを施さないで
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、凹凸部上に表１に示す作製条件で樹脂カップ１４０を形成した。なお、６種類のＳレシ
オにおいて、各々６個の試験用サンプルを作製し、６回測定を行った。但し、Ｓレシオ＝
１は、凹凸部を形成しない試験用サンプル（比較例：従来品）である。又、Ｓレシオを求
める際の表面積の測定は、３次元測定レーザ顕微鏡（オリンパス社製　LEXT OLS4100）を
用いて行った。
【０１０３】
【表１】

【０１０４】
　なお、表１に示すように、試験用サンプルに、熱履歴として、窒素雰囲気中で１７５℃
１時間、その後大気中で２３０℃１０分の熱を加えている。熱履歴は、リードフレームか
ら半導体装置に至る製造工程中で、半導体チップ等を樹脂部で封止する前に行われる、半
導体チップ搭載工程（ダイアタッチ工程）、及びワイヤボンディング工程での加熱を想定
したものである。
【０１０５】
　すなわち、これらの工程での加熱により、少なからずリードフレームが酸化し、樹脂部
とリードフレームとの密着力に影響がある。そのため、本試験でも、試験用サンプルのリ
ードフレーム材１００に対し実際のダイアタッチ工程、及びワイヤボンディング工程の加
熱に相当する熱履歴を加えた後、樹脂カップ１４０を形成している。これにより、信頼度
の高い試験結果が得られる。
【０１０６】
　次に、ＳＥＭＩ標準規格Ｇ６９－０９９６により規定される手順に従って、カップシェ
ア試験を実施した。具体的には、各試験用サンプルの樹脂カップ１４０にゲージ（図示せ
ず）を押し付けて図１８（ｂ）の矢印方向に移動させ、せん断強さを測定した。試験は、
室温（約２５℃）において、ゲージの高さ２０μｍ、速度２００μｍ／秒で行った。
【０１０７】
　結果を図１９に示す。図１９より、比較例に係る試験用サンプル（Ｓレシオ＝１）では
、せん断強さが平均値で１３［Ｋｇｆ］程度であるのに対し、Ｓレシオが１．８以上の試
験用サンプルでは、せん断強さが平均値で１７［Ｋｇｆ］以上となった。つまり、Ｓレシ
オが１．８以上で、リードフレームと樹脂との密着性が従来品より大幅に向上することが
わかった。なお、Ｓレシオが２．５程度になると、せん断強さの上昇が飽和するが、これ
はリードフレームと樹脂との界面が剥がれる前に、樹脂の一部が剥がれてしまう（破壊し
てしまう）ためである。
【０１０８】
　〈実施例２〉
　銅からなるリードフレーム材１００の上面に実施例１と同様の凹凸部を形成し、凹凸部
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の表面に銀めっきを施し、銀めっきを施した凹凸部上に樹脂カップ１４０を形成した以外
は実施例１と同様にしてカップシェア試験を実施した。なお、銀めっき膜の厚さは約６μ
ｍとした。
【０１０９】
　結果を図２０に示す。図２０より、比較例に係る試験用サンプル（Ｓレシオ＝１）では
、せん断強さが平均値で１３［Ｋｇｆ］程度であるのに対し、Ｓレシオが１．７以上の試
験用サンプルでは、せん断強さが平均値で１７［Ｋｇｆ］以上となった。つまり、Ｓレシ
オが１．７以上で、リードフレーム上に形成した銀めっき膜と樹脂との密着性が従来品よ
り大幅に向上することがわかった。
【０１１０】
　〈実施例３〉
　銅からなるリードフレーム材１００の上面に実施例１と同様の凹凸部を形成し、凹凸部
の表面にＮｉ／Ｐｄ／Ａｕめっきを施し、Ｎｉ／Ｐｄ／Ａｕめっきを施した凹凸部上に樹
脂カップ１４０を形成した以外は実施例１と同様にしてカップシェア試験を実施した。
【０１１１】
　なお、Ｎｉ／Ｐｄ／Ａｕめっきとは、リードフレーム材１００の上面にニッケルめっき
膜、パラジウムめっき膜、及び金めっき膜をこの順番で積層したものである。本実施例で
は、ニッケルめっき膜の厚さは約０．８μｍ、パラジウムめっき膜の厚さは約０．０３μ
ｍ、金めっき膜の厚さは約０．００６μｍとした。
【０１１２】
　結果を図２１に示す。図２１より、比較例に係る試験用サンプル（Ｓレシオ＝１）では
、せん断強さが平均値で６［Ｋｇｆ］程度であるのに対し、Ｓレシオが１．８以上の試験
用サンプルでは、せん断強さが平均値で１７［Ｋｇｆ］以上となった。つまり、Ｓレシオ
が１．８以上で、リードフレーム上に形成したＮｉ／Ｐｄ／Ａｕめっき膜と樹脂との密着
性が大幅に向上することがわかった。
【０１１３】
　〈実施例のまとめ〉
　銅からなるリードフレームの上面に、凹部の平面形状が直径０．０２ｍｍ以上０．０６
０ｍｍ以下の円であって、Ｓレシオが１．７以上の凹凸部、すなわち高密度凹凸部を形成
することにより、樹脂部と接する部分の表面積が増加する。そのため、アンカー効果が生
じ、リードフレームと樹脂部との密着性を向上することができる。
【０１１４】
　又、高密度凹凸部は、銀めっきやＮｉ／Ｐｄ／Ａｕめっきを施した後も一定以上のＳレ
シオを維持できるため、めっき後の表面に樹脂部を形成した場合にも、リードフレームと
樹脂部との密着性を向上することができる。
【０１１５】
　又、Ｓレシオは１．７～２．５程度が好適に使用できる範囲であり、密着力向上効果や
密着力向上の飽和を鑑みると、Ｓレシオの更に好適な範囲は１．８～２．０程度である。
【０１１６】
　なお、凹凸部における凹部の平面形状が直径０．０２ｍｍ以上０．０６０ｍｍ以下の外
接円に接する多角形である場合にも、同様の効果が確認されている。
【０１１７】
　以上、好ましい実施の形態等について詳説したが、上述した実施の形態等に制限される
ことはなく、特許請求の範囲に記載された範囲を逸脱することなく、上述した実施の形態
等に種々の変形及び置換を加えることができる。
【０１１８】
　例えば、上記の実施の形態では、リードフレームにおいて、複数の個片化領域が行列状
に配置される例を示したが、複数の個片化領域は１列に配置されてもよい。又、リードフ
レームは、１つの個片化領域と、その個片化領域を周辺側から支持する外枠部により構成
されてもよい。
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【０１１９】
　又、上記の実施の形態では、ＱＦＮタイプのリードフレームを例にして説明したが、本
発明は、他のタイプのリードフレームにも適用可能である。他のタイプの例としては、Ｑ
ＦＰ（Quad Flat Package）タイプ、ＬＯＣ（Lead On Chip）タイプ等を挙げることがで
きる。
【０１２０】
　又、上記の実施の形態では、ＱＦＮタイプのリードフレームがダイパッドを有している
例を示したが、ＱＦＮタイプのリードフレームではダイパッドを設けない場合がある。本
発明は、その場合にも適用可能である。
【０１２１】
　又、第２の実施の形態以外の実施の形態においても、第２の実施の形態と同様に、リー
ドフレームに半導体チップを搭載し、半導体装置を作製することができる。
【符号の説明】
【０１２２】
　１０、１０Ｓ、１０Ｕ、１０Ｖ　リードフレーム
　１０Ｂ　板材
　１１　ダイパッド
　１１ｘ、１２ｘ　段差部
　１２　リード
　１３　高密度凹凸部
　１５　連結部
　１７　接着材
　１８　めっき膜
　２０　半導体チップ
　３０　金属線
　４０　樹脂部
　１５１　外枠部
　１５２、１５２Ａ、１５２Ｂ　ダムバー
　１５３　サポートバー
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